
投
票
の
方
法

衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、「
小
選

挙
区
」と「
比
例
代
表
」の
選
挙
が

行
わ
れ
ま
す
。
投
票
時
間
は
午
前

七
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
で
す
。

〈
小
選
挙
区
選
挙
〉

選
挙
区
ご
と
に
一
人
の
議
員
を

選
出
。
投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者

の
氏
名
を
記
載
し
ま
す
。
札
幌
市

内
は
、
次
の
五
つ
の
選
挙
区
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

○
北
海
道
第
一
区
〜
中
央
区
、
南

区
、
西
区

○
北
海
道
第
二
区
〜
北
区
、
東
区

○
北
海
道
第
三
区
〜
白
石
区
、
豊

平
区
、
清
田
区

○
北
海
道
第
四
区
〜
手
稲
区
（
ほ

か
に
小
樽
市
、後
志
支
庁
管
内
）

○
北
海
道
第
五
区
〜
厚
別
区
（
ほ

か
に
江
別
市
、
千
歳
市
、
恵
庭

市
、
北
広
島
市
、
石
狩
市
、
石

狩
支
庁
管
内
）

〈
比
例
代
表
選
挙
〉

北
海
道
全
体
を
一
つ
の
選
挙
区

と
し
て
、
八
人
の
議
員
を
選
出
。

投
票
用
紙
に
は
、
政
党
な
ど
の
名

称
を
記
載
し
ま
す
。

〈
国
民
審
査
〉

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
う
ち
、

前
回
の
審
査
（
平
成
十
二
年
六

月
）
以
降
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官

と
国
民
審
査
を
受
け
て
か
ら
十
年

以
上
た
っ
た
裁
判
官
に
つ
い
て
、

そ
の
任
命
の
適
否
を
判
断
し
ま

す
。
投
票
用
紙
に
は
、
対
象
と
な

る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
氏
名
が

あ
ら
か
じ
め
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
や
め
さ
せ
た
い
裁
判
官
に

「
×
」
印
を
記
載
し
ま
す
。

投
票
で
き
る
方

札
幌
市
で
投
票
で
き
る
の
は
、

札
幌
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
で
す
。
名
簿
へ
の
登

録
は
、
住
民
登
録
に
よ
っ
て
自
動

的
に
行
わ
れ
ま
す
。
住
所
変
更
の

手
続
き
を
し
て
間
も
な
い
と
き

は
、
前
の
住
所
地
で
投
票
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

投
票
所
案
内
は
が
き

選
挙
期
日
が
公
示
さ
れ
る
と
、

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

方
全
員
に
、「
投
票
所
案
内
は
が

き
」
を
送
付
し
ま
す
。
記
載
さ
れ

て
い
る
氏
名
や
投
票
所
を
確
認
の

上
、
投
票
す
る
際
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。な
お
、選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
は
が
き
が

な
く
て
も
投
票
で
き
ま
す
。
紛
失

し
た
方
や
忘
れ
た
方
は
、
投
票
所

の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

投
票
日
当
日
、
次
の
事
由
な
ど

に
該
当
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

方
は
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

投
票
所
案
内
は
が
き
の
裏
面
に
、

不
在
者
投
票
を
行
う
と
き
に
必
要

な
宣
誓
書
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
の

で
ご
使
用
願
い
ま
す
。

①
仕
事
に
従
事
す
る
方
。
②
結

婚
式
や
葬
儀
を
行
う
方
と
そ
の
親

族
、
仲
人
、
手
伝
い
な
ど
に
従
事

す
る
方
。
③
旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
な

ど
の
た
め
投
票
区
の
区
域
外
に
滞

在
さ
れ
る
方
。
④
病
気
や
け
が
、

体
の
障
が
い
な
ど
の
た
め
歩
行
が

困
難
な
方
。
⑤
選
挙
人
と
し
て
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
区
の
区
域

外
に
転
居
し
た
方
。

期
間
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
公
示

の
日
か
ら
、
国
民
審
査
は
投
票
日

の
７
日
前
か
ら
、
い
ず
れ
も
投
票

日
前
日
ま
で
の
毎
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で
。

場
所
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
。
た

だ
し
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
院
や

老
人
ホ
ー
ム
に
入
院
・
入
所
し
て

い
る
方
は
そ
の
施
設
。
な
お
、
ほ

か
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
の
投
票

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
投
票
用
紙
の
請
求
な
ど
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

持
ち
物
届
い
て
い
る
時
は
投
票
所

案
内
は
が
き
（
印
鑑
は
不
要
）。

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷
病
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
障

が
い
の
程
度
が
一
定
の
基
準
（
両

下
肢
な
ど
運
動
機
能
障
が
い
は
一

級
か
ら
二
級
、
内
臓
機
能
障
が
い

は
一
級
か
ら
三
級
）
に
該
当
す
る

方
は
、
自
宅
な
ど
で
投
票
が
で
き

る
「
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。
投
票
す
る
た

め
に
は
、
区
の
選
挙
管
理
委
員
会

か
ら
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の

交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

在
外
選
挙
制
度

外
国
に
お
住
ま
い
の
方
も
、
一

定
の
要
件
の
下
に
、
国
政
選
挙
の

投
票
（
当
分
の
間
は
比
例
代
表
選

挙
の
み
）
が
で
き
ま
す
。
投
票
を

す
る
に
は
、
事
前
に
在
外
選
挙
人

名
簿
へ
の
登
録
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
こ
の
登
録
は
、
外
国
で
の
住

所
地
を
管
轄
す
る
領
事
官
が
受
付

窓
口
と
な
り
ま
す
。

選
挙
公
報

候
補
者
や
政
党
な
ど
の
政
策
を

掲
載
し
た
選
挙
公
報
は
、
町
内
会

な
ど
を
通
じ
て
各
世
帯
に
配
布
し

ま
す
。詳

し
く
は
、
区
の
選
挙
管
理

委
員
会
（
区
役
所
内
／
１８
㌻
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
？

衆
議
院
議
員
の
選
挙
方
法

衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
が
一
緒

に
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
投
票
方
法
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「選挙のめいすいくん」
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